
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尼崎医療生協        

介護老人保健施設 

ひだまりの里 
 

インスタ 

QRコード 
電話 06-4962-5920 

 

        『介護保険と確定申告』 
医療費控除の対象となる介護保険サービスは次のとおりです。 

【居宅サービス】 

訪問看護、訪問リハビリ、デイケア、ショートステイ(老健)居宅療養管理指導(往診

や訪問薬局等)などの医療系サービス 

福祉系サービス(訪問介護、訪問入浴・デイサービス・ショートステイ等)でも医療系

サービスと合わせて利用している場合は対象となります。 

【施設系サービス】 

老健・特養等 

詳しくは尼崎市ホームページや介護保険課へお問い合わせください 

※領収書の再発行はできませんので、大切に保管をお願いします。 

※ひだまりの里では控除の対象になるかなど個別のケースについてお答えすること

はできません。確定申告のお問い合わせ尼崎税務署へお問い合わせください。 

         新年あけましておめでとうございます。 

      引き続きコロナ禍に翻弄され続けた昨年でしたが、残念

ながら私たちは今も第 8 波の脅威にさらされています。感

染対策の徹底継続、率先したワクチン接種に取り組みなが

らも、入所利用者様への面会制限に代表される様々な制約

を回避できず、ご利用の皆様方にはご心配、ご苦労をおか

けしております。様々なご支援とご協力をいただいてきた 

ことに対して、この機会に改めてお礼を申し上げます。 

 さて、新型コロナについては感染症 5 類(インフルエンザ同等)への

移行措置が政府で検討されております。また、ロシアのウクライナ侵

攻、諸物価高騰、軍事予算倍増など、今年もなかなか明るい話題は見

つけにくい状況ではありますが、すべての方々の人生の輝きこそ何よ

りも大切だと思います。 

皆様方の健康で穏やかな日常が維持できますよう祈念して、新年のご

挨拶とさせていただきます。 

12月の入所フロア レクリエーションで、 

利用者の皆さまにハンバーガーやポテト 

を楽しんでもらいました。  

とても好評でおかわりを希望された方もいました。 

デザートは大人気のティラミスを添えて・・・ 


